
議第８２号 

 

   戸籍書類の無料証明に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 戸籍書類の無料証明に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２７年９月１日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い改

正しようとする。 

  

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

防衛省 守屋元事務次官 

利益関係者（「山田洋行」の宮崎元専務）
との在職中の約２００回にもおよぶゴル
フ接待など 



   戸籍書類の無料証明に関する条例等の一部を改正する条例 

 （戸籍書類の無料証明に関する条例の一部改正） 

第１条 戸籍書類の無料証明に関する条例（昭和５６年高山市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

改  正  前 改  正  後 

（無料証明の範囲） （無料証明の範囲） 

第２条 次の各号に掲げる法律の規定による場

合の戸籍に関する証明は、無料とする。 

第２条 次の各号に掲げる法律の規定による場

合の戸籍に関する証明は、無料とする。 

⑴～⒅ （略） ⑴～⒅ （略） 

⒆ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険

法等の特例等に関する法律（平成１９年法

律第１０４号）第１０３条の規定 

⒆ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険

法等の特例等に関する法律（平成１９年法

律第１０４号）第６１条の規定 

⒇ （略） ⒇ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （高山市職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第２条 高山市職員の再任用に関する条例（平成１２年高山市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 附 則 

（特定警察職員等への適用期日） （特定警察職員等への適用期日） 

第２条 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法

律第１５２号）附則第１８条の２第１項第１

号に規定する特定警察職員等（附則第４条に

おいて「特定警察職員等」という。）である者

については、平成１９年４月１日から、改正

法による改正後の法第２８条の４から第２８

条の６まで及びこの条例第２条から第４条ま

での規定を適用する。 

第２条 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１

５号）附則第７条の３第１項第４号に規定す

る特定警察職員等（附則第４条において「特

定警察職員等」という。）である者については、

平成１９年４月１日から、改正法による改正

後の法第２８条の４から第２８条の６まで及

びこの条例第２条から第４条までの規定を適

用する。 

 （高山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正） 

第３条 高山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年高山市

条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

附 則 附 則 



（他の法令による給付との調整） （他の法令による給付との調整） 

第６条 年金たる補償の額は、当該補償の事由と 第６条 年金たる補償の額は、当該補償の事由と 

なつた障がい又は死亡について次の表の左欄

に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中

欄に掲げる法律による年金たる給付が支給さ

れる場合には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定（第１４条の２を除

く。）による年金たる補償の年額に、同表の左

欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同

表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給

付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た

額（その額が当該年金たる補償の年額から当該

補償の事由となつた障がい又は死亡について 

なつた障がい又は死亡について次の表の左欄

に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中

欄に掲げる法律による年金たる給付が支給さ

れる場合には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定（第１４条の２を除

く。）による年金たる補償の年額に、同表の左

欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同

表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給

付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た

額（その額が当該年金たる補償の年額から当該

補償の事由となつた障がい又は死亡について 

支給される同表の中欄に掲げる当該法律によ 支給される同表の中欄に掲げる当該法律によ 

る年金たる給付の額の合計額を控除した残額 る年金たる給付の額の合計額を控除した残額 

を下回る場合には、当該残額）とし、これらの を下回る場合には、当該残額）とし、これらの 

額に５０円未満の端数があるときは、これを切 額に５０円未満の端数があるときは、これを切 

り捨て、５０円以上１００円未満の端数がある り捨て、５０円以上１００円未満の端数がある 

ときは、これを１００円に切り上げるものとす

る。 

ときは、これを１００円に切り上げるものとす

る。 

傷病補

償年金 

国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和６０年法律第３４号。以下「国

民年金等改正法」という。）附則第８

７条第１項に規定する年金たる保険給

付に該当する障害年金（以下「旧船員

保険法の障害年金」という。）の項～

障害厚生年金（当該補償の事由となつ

た障がいについて障害基礎年金が支給

される場合を除く。）の項 （略） 

障害基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた障がいについ  

 て国家公務員共済組合法（  

 昭和３３年法律第１２８号  

 ）若しくは地方公務員等共  

傷病補

償年金 

国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和６０年法律第３４号。以下「国

民年金等改正法」という。）附則第８

７条第１項に規定する年金たる保険給

付に該当する障害年金（以下「旧船員

保険法の障害年金」という。）の項～

障害厚生年金（当該補償の事由となつ

た障がいについて障害基礎年金が支給

される場合を除く。）の項 （略） 

障害基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた障がいについ  

 て障害厚生年金が支給され  

 る場合を除く。）  

   



 済組合法（昭和３７年法律  

 第１５２号）の規定による  

 障害共済年金（以下単に「  

 障害共済年金」という。）  

 又は障害厚生年金が支給さ

れる場合を除く。） 

 

障害補 旧船員保険法の障害年金の項～障害厚 

償年金 生年金（当該補償の事由となつた障が 

 いについて障害基礎年金が支給される 

 場合を除く。）の項 （略） 

障害基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた障がいについ  

 て障害共済年金又は障害厚  

 生年金が支給される場合を  

 除く。）  

遺族補 国民年金等改正法附則第８７条第１項 

償年金 に規定する年金たる保険給付に該当す 

 る遺族年金の項～遺族厚生年金（当該 

 補償の事由となつた死亡について遺族 

 基礎年金が支給される場合を除く。） 

 の項（略） 

遺族基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた死亡について  

 国家公務員共済組合法若し  

 くは地方公務員等共済組合  

 法の規定による遺族共済年  

 金又は遺族厚生年金が支給 

される場合を除く。）又は

国民年金法の規定による寡 

 

 婦年金  

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表 

   

   

   

   

   

障害補 旧船員保険法の障害年金の項～障害厚 

償年金 生年金（当該補償の事由となつた障が 

 いについて障害基礎年金が支給される 

 場合を除く。）の項 （略） 

障害基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた障がいについ  

 て障害厚生年金が支給され  

 る場合を除く。）  

   

遺族補 国民年金等改正法附則第８７条第１項 

償年金 に規定する年金たる保険給付に該当す 

 る遺族年金の項～遺族厚生年金（当該 

 補償の事由となつた死亡について遺族 

 基礎年金が支給される場合を除く。） 

 の項（略） 

遺族基礎年金（当該補償の ０．８８ 

 事由となつた死亡について  

 遺族厚生年金が支給される  

 場合を除く。）又は国民年  

 金法の規定による寡婦年金  

  

 

 

 

   
 

２ 休業補償の額は、同一の事由について次の表 

の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支 の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支 

給される場合には、当分の間、この条例の規定 給される場合には、当分の間、この条例の規定 



にかかわらず、この条例の規定による休業補償 にかかわらず、この条例の規定による休業補償 

の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金た の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金た 

る給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を る給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を 

乗じて得た額（その額がこの条例の規定による 乗じて得た額（その額がこの条例の規定による 

休業補償の額から同一の事由について支給さ 休業補償の額から同一の事由について支給さ 

れる当該年金たる給付の額の合計額を３６５ れる当該年金たる給付の額の合計額を３６５ 

で除して得た額を控除した残額を下回る場合 で除して得た額を控除した残額を下回る場合 

には、当該残額）とする。 には、当該残額）とする。 

旧船員保険法の障害年金の項～障害厚生年金 

（当該補償の事由となつた障がいについて障 

害基礎年金が支給される場合を除く。）の項 

（略） 
 

旧船員保険法の障害年金の項～障害厚生年金 

（当該補償の事由となつた障がいについて障 

害基礎年金が支給される場合を除く。）の項 

（略） 
 

障害基礎年金（当該補償の事由とな ０．８８ 

つた障がいについて障害共済年金又  

は障害厚生年金が支給される場合を  

除く。）  
 

障害基礎年金（当該補償の事由とな ０．８８ 

つた障がいについて障害厚生年金が  

支給される場合を除く。）  

  
 

 （高山市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第４条 高山市職員の退職手当に関する条例（昭和３６年高山市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（一般職の自己の都合による退職等の場合の

退職手当の基本額） 

（一般職の自己の都合による退職等の場合の

退職手当の基本額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第

８４条第２項に規定する障害等級に該当する

程度の障害の状態にある傷病をいう。次条第１

項及び第５条第１項において同じ。）又は死亡

によらず、かつ、第８条の２第１１項に規定す

る認定を受けないで、その者の都合により退職

した一般職の職員（第１３条第１項各号に掲げ

る者及び傷病によらず、法第２８条第１項第１

号から第３号までの規定による免職の処分を

２ 前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第

２項に規定する障害等級に該当する程度の障

害の状態にある傷病をいう。次条第１項及び第

５条第１項において同じ。）又は死亡によらず、

かつ、第８条の２第１１項に規定する認定を受

けないで、その者の都合により退職した一般職

の職員（第１３条第１項各号に掲げる者及び傷

病によらず、法第２８条第１項第１号から第３

号までの規定による免職の処分を受けて退職



受けて退職した者を含む。以下この項及び第６

条の６第４項において「自己都合等退職者」と

いう。）に対する退職手当の基本額は、自己都

合等退職者が次の各号に掲げる者に該当する

ときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定

により計算した額に当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

した者を含む。以下この項及び第６条の６第４

項において「自己都合等退職者」という。）に

対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者

が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項

の規定にかかわらず、同項の規定により計算し

た額に当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

附 則 

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 


